
鴻巣市自治基本条例
もっと住み良い活力あるまちに！

わたしたちのまちづくりのルール

　自治基本条例は、まちづくりの基本的な考え方や進め方、それらを実現するための

仕組みやルールなどを定めたもので、自治を担う市民・議会・行政が協力して、

私たちのまち“こうのす”をもっと住み良く、活力あるまちにしていくためのルールです。 
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この条例の目的�

まちづくりの基本的な考え方
情報共有の原則

参加の原則

協働の原則

　参加と協働によるまちづくりの推進を図り、活力に満ちた暮らしやすいまちを実現すること

を目的としています。

●市民と市が情報を共有し、参加と協働のまちづくりに取り組みます。

●市民が市政に参加しやすい環境を整えます。

●市民と市は、それぞれの立場を理解して信頼関係を深め、協働によるまちづくりを推進します。

※各見出しの 　　　 内には関連する条例の章が記載されています。

市役所のアンケートに答えたり、
審議会に参加する

市広報や市ホーム
ページを見る

地域の防災・防犯活動
に参加する

地域の清掃活動
に参加する

選挙で市長や議員
を選ぶ

自治会・町内会活動
に参加する

“まちづくり”って何だろう？

私たちにできることってあるの？

公共施設の建設や道路の整備だけでなく、

住み良い、豊かで活力のあるまちをつくる

ための活動が“まちづくり”なのね！

●●●第１章

●●●第２章
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まちづくりの主体とそれぞれの役割

市　民

議　会 市長等

市民の権利
●市が保有する情報を知る権利

●まちづくりの主体として参加する権利

市民の責務
●まちづくりの主体として取り組み、発言と行動に責任を持つこと

議会の責務
●市民の意思を市政に反映

●市政運営の監視、けん制機能

●開かれた議会運営

議員の責務
●�市民の意思の把握と公平、公正かつ

誠実な職務の遂行

●議会活動の情報提供

●政策立案のための自己研さん

市長の責務
●公平、公正かつ誠実な市政運営

●市民意見を適切に反映させた市政の実現

●効率的な市政運営

市長を除く執行機関の責務
●公平、公正かつ誠実な職務の遂行

職員の責務
●公平、公正かつ誠実な職務の遂行

●知識の習得と技能の向上

●積極的な市民との連携

※ 「市長を除く執行機関」とは、教育委員会や選挙管理委

員会等の執行機関をいいます。

●●●●●●●第３章～第５章
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情報公開と個人情報保護

参加と協働

　市民の参加と協働によるまちづくりを推進する上で重要なのは、市民と市が情報を共有する

ことです。ただし、市が情報を公開・提供する際には個人情報を適正に取り扱い、保護しなけ

ればなりません。

　市長その他の執行機関は、参加によるま

ちづくりを推進するにあたり、市民が様々

な参加の機会を得られるようにします。

審議会等の委員の選任
　審議会等の委員に公募による市民を加えるよう努

めます。

意見公募手続
　市の基本的な計画及び重要な条例の策定にあたっ

ては、市民に周知し、意見を求めます。

　ただし、緊急を要するときや法令に特別の定めが

ある等の特別な理由がある場合はこの限りではあり

ません。

住民投票
　住民の総意を把握するための制度であり、重要な

施策の判断を広く市民に問うことを可能とする制度

です。

　市長その他の執行機関は、協働による

まちづくりを推進するにあたり、市民の

自主的・自立的な活動を尊重します。

コミュニティ
●�まちづくりを推進する上で市民による地域活動は

極めて重要です。現在その中心を担っているのが

自治会や町内会であり、市民にはそれら公共性の

高い団体に加わることが求められます。

●�地域等で活動する団体の自主的・自立的な活動を

尊重し、必要な支援をします。

●�趣味のサークル等が公共的な活動を実施する場合

にも、その活動を支援することができます。

参　加 協　働

●●●第６章

●●●第７章
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市政運営

危機管理

国・他の地方公共団体との連携と協力

この条例の見直し

この条例の位置付け

事業者等への準用

　市政運営についての基本的な考え方を規定しています。

　市が災害等の発生時に対応するための計画や情報共有

の仕組みを整えることや、市民が日常的な交流を通じて

互いに助け合えるようにすること、また、自らの安全確

保を図るように努めることとしています。

　国や県、他市町村などと連携・協力してまちづくりを進めます。

　社会情勢の変化によってこの条例を見直すときは、自治基本条例審議会を設置します。

　この条例は、鴻巣市の自治に関する基本的な規範として位置付けられています。他の条例、

規則等の制定・改廃や施策の実施にあたっては、この条例との整合を図ります。

　事業者等は、地域社会を構成する一員として重要な存在です。事業者等には、社会的責任を

自覚し、地域社会との連携や協力を求める一方、情報の共有や参加と協働の規定などについては、

市民に準じて適用します。

●●●第８章

●●●第９章

●●●●第１０章

●●●●第１１章

●●●●第１２章

●●●●第１３章

基本構想

総合的な長期計画を策定します

市民からの意見、要望等に対し
適切に処理します

意見、要望等への対応

行政手続
公正の確保と透明性の
向上を図ります

財政に関する事項を
分かりやすく公表します

財政運営

説明責任
市政に関する事項を
分かりやすく説明します

評価を実施して結果を公表し、
市政に反映させます

施策に関する評価
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鴻巣市自治基本条例
前　文

第１章　総則

第２章　基本原則

第３章　市民の権利及び責務

第４章　議会及び議員の責務

鴻巣市は、埼玉県のほぼ中央部に位置しています。
その歴史は古く、約２０，０００年前の旧石器時代まで、

遡ることができます。
江戸時代に入って中山道が定められると、交通の要衝と

なり、県内屈指の宿場として繁栄し、また、旅人が休息す
る間 ( あい ) の宿 (しゅく) としても栄えました。

そして同時代には、人形作りが始められるとともに新田
開発も進み、伝統工芸と美しく豊かな田園が、今日に受け
継がれています。

鴻巣市は、まちづくりを支える「人」、全国に誇る「花」、
河川や田園風景に代表される「緑」など、貴重な財産を
有しています。

こうした先人たちの築き上げてきた豊かで恵まれたまち
を次の世代へと引き継いでいくため、市民及び市を挙げ
て、市民自治の実現を目指します。

そもそも、まちづくりの主役は市民であり、市民が主体
であります。市民は、自らのために、決定し、行動し、そ
の成果を享受するとともに、その責任も市民自らが負うも
のです。

一方、まちづくりが、広域にわたったり、大規模なもの
であったり、高い専門性を有することなどから、個々の市
民自らの努力はもとより、地域を中心とする多くの市民が
共に助け合ってもなお、解決が容易ではない課題が存在
することも事実です。

そのため、市民は、必要な財源を負担し、それらの課
題の解決を市に信託し、市は、それぞれの果たすべき役割、
与えられた権限及びその責任を十分に自覚し、市民の信
託に応えなければなりません。

市民及び市は、この基本理念を尊重し、情勢の変化に
適応した市民自治が確立されるよう、不断の努力を重ねて
いきます。

ここに、安全・安心を基盤とし、豊かで活力のある鴻巣
市を築いていくため、この条例を制定します。

（基本原則）
第�３条　市民及び市は、それぞれが持つまちづくりに関

する情報について共有することを原則とする。
２ 　市長その他の執行機関は、市民に参加の機会の充実

を図ることを原則とする。
３ 　市民及び市は、それぞれの立場を理解して信頼関係を深

め、協働によるまちづくりを推進することを原則とする。

（市民の権利）
第�４条　市民は、市が保有する情報を知る権利を有する。

２ 　市民は、まちづくりの主体として参加する権利を有する。

（市民の責務）
第�５条　市民は、主体的にまちづくりに加わり、自らが

持つ経験、知識及び能力を活用して、まちづくりに取
り組むよう努めるものとする。

２ 　市民は、まちづくりの主体であることを自覚し、自
らの発言と行動に責任を持つものとする。

（議会の責務）
第�６条　議会は、意思決定機関として、市民の意思が市

政に反映されるよう努めなければならない。
２  　議会は、適正に市政が運営されているかを監視し、

けん制する機能を果たさなければならない。

（目的）
第�１条　この条例は、本市における自治の基本原則を明

らかにし、市民の権利及び責務並びに市の責務並びに

まちづくりに関する制度、仕組みその他の基本的事項

を定めることにより、参加及び協働によるまちづくり

の推進を図り、もって活力に満ちた暮らしやすいまち

を実現することを目的とする。

（用語の定義）
第�２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。

　　⑴　市民　市内に住所を有する個人をいう。

　　⑵ 　事業者等　市内で事業その他の活動を行う個人

又は法人その他の団体及び市内に通勤し、又は通

学する個人をいう。

　　⑶ 　まちづくり　住みよい、豊かで活力のあるまち

をつくるためのすべての公共的活動をいう。

　　⑷ 　参加　市の施策について、計画、実施、評価等

に主体的に加わることをいう。

　　⑸ 　協働　市民及び市が、それぞれの役割と責任の

下、対等な立場で連携し、及び協力することをい

う。

　　⑹　市　議会及び市長その他の執行機関をいう。
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第５章　市長等の責務

第６章　情報公開及び個人情報保護

第８章　市政運営

第７章　参加及び協働

（市長の責務）
第�８条　市長は、公平、公正かつ誠実に市政運営に当た

らなければならない。
２ 　市長は、市民の意見を適切に反映させた市政を実現

するため必要な施策を講ずるものとする。
３ 　市長は、効率的な市政運営を図るため、適切な人員

の配置に努めるとともに職員の能力を向上させ、職員
を指揮監督するものとする。

（市長を除く執行機関の責務）
第�９条　市長を除く執行機関は、その設置目的に応じた

権限と責任において、公平、公正かつ誠実に職務を遂
行しなければならない。

（職員の責務）
第�１０条　職員は、全体の奉仕者として、公平、公正か

つ誠実に職務を遂行しなければならない。
２ 　職員は、職務の遂行に必要な知識の習得及び技能の

向上に努めなければならない。
３ 　職員は、積極的に市民と連携し、まちづくりを推進

するものとする。

（情報の公開、提供及び共有）
第�１１条　市は、市民に対し、適正に市政に関する情報

の公開及び提供を行わなければならない。
２ 　市民及び市は、まちづくりを推進するため、情報を

共有するものとする。

（個人情報の保護）
第�１２条　市は、保有する個人情報を適正に取り扱い、

当該個人情報を保護しなければならない。

（基本構想）
第�１８条　市は、総合的かつ計画的なまちづくりを推進

するための基本構想を策定しなければならない。

（行政手続）
第�１９条　市長その他の執行機関は、市民の権利利益の

保護に資するため、市政運営における処分その他の行
政手続について、公正の確保と透明性の向上を図るも

のとする。

２ 　市長その他の執行機関は、参加によるまちづくりを
推進するに当たり、市民が様々な参加の機会を得られ
るよう、必要な措置を講ずるものとする。

３ 　市長その他の執行機関は、協働によるまちづくりを
推進するに当たり、市民の自主的及び自立的な活動を
尊重するものとする。

（審議会等の委員の選任）
第�１４条　市長その他の執行機関は、審議会その他の附

属機関及びこれに類するものの委員を選任するとき
は、公募による市民を加えるよう努めなければならな

い。

（意見公募手続）
第�１５条　市長その他の執行機関は、市の基本的な計画

及び重要な条例の策定等に当たっては、特別な理由が
ある場合を除きその内容を公表し、市民に意見を求め
なければならない。

（コミュニティ）
第�１６条　市民は、自治会、町内会その他の地域で活動

する公共性の高い団体に加わるよう努めなければならない。
２ 　市長その他の執行機関は、前項の団体の自主的及び

自立的な活動を尊重し、必要な支援をしなければなら
ない。

３ 　市長その他の執行機関は、第１項の団体以外の団体
が行う公共的活動を支援することができる。

（住民投票）
第�１７条　本市の議会の議員及び長の選挙権を有する者

は、市長に対し、住民投票の実施を請求することがで
きる。

２ 　市長は、前項の規定による請求があったときは、そ
の旨を公表し、意見を付けて議会に付議しなければな
らない。

３ 　議員及び市長は、住民投票に関する発議を行うこと
ができる。

４　市民及び市は、住民投票の結果を尊重するものとする。
５ 　住民投票の実施に関し必要な事項は、別に条例で定め

る。

（参加及び協働の推進）
第�１３条　市民及び市は、参加及び協働によるまちづく

りを推進するものとする。

３ 　議会は、議会に関する情報を公開し、開かれた議会
運営に努めなければならない。

（議員の責務）
第�７条　議員は、市民の意思を把握し、公平、公正かつ

誠実に職務を遂行しなければならない。
２ 　議員は、議会の活動に関する情報を市民に提供する

よう努めなければならない。　
３ 　議員は、政策立案能力を発揮するために常に自己研

さんに励むものとする。



（説明責任）
第�２０条　市長その他の執行機関は、施策の計画、実施

及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、
効果等について市民に適切な方法により説明しなけれ
ばならない。

（意見、要望等への対応）
第�２１条　市長その他の執行機関は、市民の意見、要望

等に対して迅速かつ誠実に対応するとともに、適切に
処理しなければならない。

（財政運営）
第�２２条　市長は、健全な財政運営に努め、財政に関す

る事項を市民に分かりやすく公表しなければならない。

（施策に関する評価）
第�２３条　市長その他の執行機関は、施策の必要性、効

率性等を数値等で客観的に把握して評価しなければな
らない。この場合において、評価の実施に当たっては、
市民に意見を求めるものとする。

２ 　市長その他の執行機関は、評価の結果を市民に公表す
るとともに、その結果を市政に反映させるものとする。

第９章　危機管理

第１３章　事業者等への準用

第１１章　この条例の見直し

第１０章　�国及び他の地方公共団体
との連携及び協力

第１２章　この条例の位置付け

（危機管理）
第�２４条　市は、地震、水害、火災その他の不測の事態

（以下「災害等」という。）の発生に備え、市民の生命、
身体及び財産を守るための計画及び市民との情報共有
の仕組みを整備するものとする。

２ 　市民は、災害等の発生時に互いに助け合えるよう、
日常的な交流に努めるものとする。

３ 　市民は、災害等の発生時に自らの安全確保を図るよ
う努めなければならない。

（事業者等への準用）
第�２９条　第２条第５号、第３条、第６条から第８条

まで、第１０条、第１１条、第１３条、第１９条から
第２４条まで及び前条の規定については、事業者等に
ついて準用する。この場合において、「市民」とあるの
は「事業者等」と読み替えるものとする。

２ 　事業者等は、地域社会を構成する一員としての社会
的責任を深く自覚し、地域社会との連携及び協力を図
り、まちづくりに貢献するよう努めなければならない。

　　　附　則
　この条例は、平成２４年１０月１日から施行する。

鴻巣市役所  経営政策部  経営政策課

〒３６５－８６０１　鴻巣市中央１番１号
TEL　０４８－５４１－１３２１（代表）
FAX　０４８－５４２－９８１８
E-mail：keisei ＠ city.kounosu.saitama.jp
URL：http://www.city.kounosu.saitama.jp/

（自治基本条例審議会の設置）
第�２７条　市長は、前条の規定による検証の結果、必要

があると認めるときは、別に条例で定めるところによ
り鴻巣市自治基本条例審議会を設置する。

（この条例の見直し）
第�２６条　市長は、社会情勢の変化に対応するため、こ

の条例の規定について検証し、必要に応じてこの条例
を見直さなければならない。

（国及び他の地方公共団体との連携及び協力）
第�２５条　市は、共通する課題を解決するため、国及び

他の地方公共団体と対等な立場で連携し、及び協力す
るよう努めなければならない。

２ 　市は、国及び県に対し施策の改善等に関する意見又
は提案を行うものとする。

（この条例の位置付け）
第�２8条　この条例は、本市の自治に関する基本的な規

範であり、市民及び市は、この条例を尊重するものと
する。

２ 　市は、他の条例、規則等の制定及び改廃並びに施策
の実施に当たっては、この条例との整合を図らなけれ
ばならない。


